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9
萱田町・萱田・大和田（成田街道北側から東葉
高速線南側）、村上（成田街道北側で新川西側）、
大和田新田（300・400・500・700番台の成田街道
北側から東葉高速線南側）、ゆりのき台１・２丁目

4
第１木

18
第３木 月

・
水
・
金 

31
日
は
休
み

火 

　
　
　
　

土10
高津（県道幕張八千代線より西側）、高津東、
大和田新田（100・200番台の成田街道南側で県道
幕張八千代線より西側）

11
第２木

25
第４木

11 高津団地、
大和田新田（1〜99番地の成田街道南側）

18
第３木

4
第１木

12 大和田新田（900・1000・1100番台の成田街道北側
から東葉高速線南側）、緑が丘２〜４丁目

25
第４木

11
第２木

13 勝田台 5
第１金

19
第３金 火

・
木
・
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日
は
休
み

水 

31
日
は
休
み

月
14

勝田台南、勝田、ゆりのき台３〜８丁目、麦丸、
萱田町（500番台を除く東葉高速線北側）、
萱田（東葉高速線北側）

12
第２金

26
第４金

15 大和田新田（東葉高速線北側）、吉橋、尾崎、
緑が丘１・５丁目、萱田町（500番台の東葉高速線北側）

19
第３金

5
第１金

16 大学町、真木野、小池、佐山、平戸、神久保、
島田台、島田、桑橋、桑納

26
第４金

12
第２金
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　ごみは種別ごとに分別方法が定められています。大量のごみが出る年末の大
掃除では、冊子「家庭ごみの分け方・出し方」で確認してごみを正しく分別し

ましょう。冊子はクリーン推進課、支所で配布しているほか、市ホームページ
にも掲載しています。なお、分別方法を確認する際は、９月に発行した新しい
冊子をご利用ください。

ごみ出しは「家庭ごみの分け方・出し方」の冊子で確認を

朝８時30分までに集積場所へ。不燃ごみは休日と重なった場合も収集
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１
大和田（成田街道南側）、萱田町（成田街道南側）、
村上（3200・3300・3500番台の成田街道南側）、
大和田新田（県道幕張八千代線より東側）、
高津（県道幕張八千代線より東側）

2
第１火

16
第３火

月
・
水
・
金 

31
日
は
休
み

木 土 2 八千代台北 9
第２火

23
臨時

3 八千代台西、
八千代台南

16
第３火

2
第１火

4 八千代台東 23
臨時

9
第２火

5 上高野 3
第１水

17
第３水

火
・
木
・
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日
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休
み

金 月
6 村上団地 10

第２水
24
第４水

7 村上（新川の東側）、下市場、
村上南、勝田台北

17
第３水

3
第１水

8 神野、下高野、堀ノ内、
保品、米本団地、米本

24
第４水

10
第２水
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　衆議院議員総選挙は12月14日㈰が投票日です。
今後の国政を託す人を選ぶ大切な選挙です。棄
権しないで投票しましょう。同時に、最高裁判
所裁判官国民審査の投票も行われます。
　お問い合わせは、選挙管理委員会 483-1151
（代表）へ

八千代市で投票できる人
　次の要件を全て満たす人が投票できます。
　①平成６年12月15日までに生まれた日本国民
②26年９月13日までに本市に転入の届け出をし、
引き続き３か月以上住民基本台帳に記録されて
いる人（本市の選挙人名簿に登録されている人）

市内で住所を変更した人
　11月21日㈮までに市内で住所変更の届出をし
た人は、新住所地の投票所で投票できます。そ
れ以降に住所変更の届出をした人は、旧住所地
の投票所で投票してください。

９月14日以降に転入した人は
　９月14日以降に八千代市に転入の届け出をし
た人は、前住所地の選挙人名簿に登録されてい
れば、次の方法で投票できます。
　①前住所地の選挙管理委員会へ投票用紙など
を請求し、八千代市の選挙管理委員会に投票日

の前日（12月13日㈯）までに持参して、不在者
投票する　②前住所地の期日前投票所または指
定された当日投票所で投票する　※詳しくは前
住所地の選挙管理委員会へお問い合わせを

当日、投票に行けない人は　
期日前投票を

　投票日に仕事や旅行などで投票できない人は
期日前投票ができます。入場整理券が届いてい
なくても投票できます。届いている場合は、裏
面の宣誓書を記入してお持ちください。
　投票時間は午前８時30分から午後８時です。

　 ▼場所／期間　①市役所別館２階第１・第２
会議室／衆議院議員総選挙12月３日㈬～13日
㈯、最高裁判所裁判官国民審査12月７日㈰～13
日㈯　②八千代台東南公共センター４階講習室／
12月７日㈰～13日㈯　
※26年９月２日～13日に転入の届け出をした人
の期日前投票は12月13日㈯のみです

病院や施設に入院・入所　　
している人の投票

　都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や
施設に入院・入所している人は、その病院や施
設の長に申し出ると、その場所で不在者投票が
できます。指定されているかどうかは病院・施
設に確認してください。

郵便などによる投票
　身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの人
で障害の程度が一定の要件に該当する人や、介
護保険の介護保険被保険者証をお持ちの人で要
介護「５」の人は、郵便などによる不在者投票が
できます。投票用紙の請求は12月10日㈬まで。
　新たに希望する人は、事前に身体障害者手帳
などを添えて、郵便等投票証明書の交付申請し、
同証明書の交付を受けておく必要があります。
　また、郵便などによる不在者投票ができる選
挙人のうち、自分で投票用紙などに記載できな
い人は、代理記載をさせることもできます。
※詳しくは市選挙管理委員会へお問い合わせを

入場整理券は12月２日から　
封書で郵送します

　投票所の入場整理券は、12月２日（選挙期日
の公示日）以後、封書で郵送します。１通の封
書に同世帯の有権者全員分を同封しますので、
投票の際は本人の入場整理券をお持ちください。
届かないときや紛失した場合は、当日、投票所
の係員に申し出てください。その場で再発行し
ます。投票所の場所は、入場整理券に記載され
ている略図でご確認ください。

選挙公報などは新聞折り込みで
　衆議院議員総選挙の選挙公報と最高裁判所裁
判官国民審査の審査公報は、12月10日㈬頃の、
朝日・読売・毎日・東京・産経・日本経済・千
葉日報の各新聞に折り込んで配布します。市役
所、支所・連絡所、公民館、図書館、ふれあい
プラザ、市内各駅にも置きますのでご利用くだ
さい。市Ｈ

ホームページ
Ｐでも見ることができます。

前回から変更になる投票所
　耐震工事のため、第２投票区投票所は「八千
代台東小学校新体育館」から「まこと幼稚園」
に、第36投票区投票所は新木戸小学校「体育館」
から「新館１階」に変更になります。

市民体育館で即日開票
　開票は、12月14日㈰午後９時15分から市民体
育館で行います。２階で参観できます。開票速
報は次の方法で行います。①開票所の速報掲示
板で、午後10時から30分ごとに発表　②市ＨＰ
で午後10時15分頃から　③電話での問い合わせ
は、午後10時15分から市役所 483-1151へ

「参加しよう　大事な一票　自分から」　　投票時間は午前７時から午後８時まで

衆 議 院 議 員 総 選 挙
最高裁判所裁判官国民審査の投票日です12月14日㈰は

■投票の順序と方法
　衆議院議員総選挙は二つの選挙です。最初に
「小選挙区選出議員選挙」の投票用紙を交付し
ます。候補者氏名を書いて投票してください。
次に「比例代表選出議員選挙」と「最高裁判所
裁判官国民審査」の投票用紙を交付します。「比
例代表選出議員選挙」の投票用紙には、政党の
名称または略称を書いて投票してください。
　「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙に
は、審査に付される裁判官の氏名が記載されて
います。やめさせたい裁判官に「×」を書き、や
めさせなくてもよいと思う裁判官には何も書か
ないで投票してください。

市議会議員選挙は12月21日㈰投票日
期日前投票は12月15日㈪～20日㈯
　公職選挙法で、選挙の執行は任期満了日前の
30日以内（八千代市議会議員選挙は12月15日～
１月13日の間）と定められているため、市議会
議員選挙は12月21日㈰に行います。


